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令和６年度 第４回 

豊橋市 子ども・子育て会議 

 

日時：令和７年２月２５日（火） 

  午後２時～午後３時３０分 

場所：豊橋市役所東館８階８６会議室 

 

出席者 

 

豊橋市子ども・子育て会議 出席者１４名 

 

事務局 

ただいまから令和６年度第４回豊橋市子ども・子育て会議を開催させていただきます。 

はじめに豊橋市こども未来部長よりごあいさつ申し上げます。 

 

 

こども未来部長よりあいさつ 

 

 

事務局 

 ありがとうございました。続きまして、佐野会長よりごあいさつをいただきます。 

 

 

佐野会長よりあいさつ 

 

 

事務局 

ありがとうございました。 

委員の欠席についてはお手元の名簿の通りですが、議事に入ります前に、資料の確認をさせ

ていただきます。 

事前にお送りさせていただいた資料は、次第と資料１～資料３になります。本日、机上に配

布させていただいた資料ですが、議題の追加があったため差し替えをした次第、資料４として

「教育・保育施設の利用定員について」Ａ４片面２枚になります。それから委員名簿と配席図

になります。 

それではここからは会長に議事進行をお願いいたします。 

 

 

佐野会長 

それでは議題１「豊橋市こども計画 2025-2029について」事務局から説明をお願いします。 

 

 

事務局より議題 1について説明 

 

 

佐野会長  

ありがとうございました。何かご質問等ありますでしょうか。 

 

 

川原委員 

 パブリックコメントについて 37名から提出があったということだが、年齢や男女比等のデー

タはあるか。 



 

子育て支援課長 

 パブリックコメントの提出には年齢や性別の要件はないため集計していない。 

 

 

佐野会長 

 続きまして、議題２「特定教育・保育施設の利用定員について」事務局から説明をお願いし

ます。 

  

 

事務局より議題２について説明 

 

 

佐野会長  

ありがとうございました。何かご質問等ありますでしょうか。 

続きまして、議題３「令和７年度の主な取り組みについて」事務局から説明をお願いします。 

 

 

事務局より議題３について説明 

 

 

佐野会長  

ありがとうございました。何かご質問等ありますでしょうか。 

 

 

大谷委員 

 障害者用スペースを使用する場合に使用者は車に障害者マークを貼る等しているが、子育て

応援駐車場を使用する場合は何かしらのマークを貼る必要はあるか。 
 

 

子育て支援課長 
 マークは必要ないと考えている。他地域の思いやり駐車場等では車いす利用者も含めてさま

ざまな方が停められるような駐車スペースもあるが、本市の取組では、車いす利用者は既存の

障害者用スペースを利用いただき、それ以外の小さいお子さんを連れた方や妊婦等が駐車場に

安心して停められるように、広い駐車場を整備していく事業者に対して補助をしていきたいと

考えている。 

例えば、現在３台停められるところを２台にするなど、近くなくても少しでも広い駐車場を整

備できればと考えている。 

 

 

後藤委員 

 現在も車いすマークのある駐車場は台数が少ないため、停めたくてもなかなか停められない

状況である。他県ではパーキング・パーミット制度があるが、車に車いすマークが貼られてい

ない方が車いすマークのある駐車場を利用していると、どのような方が停めているのか不信感

を持ってしまう時がある。小さいこどもがいることや妊婦であることが分かるようにした方が、

本当に必要な方が停められるようになるのではないかと考えており、可能であれば、マークの

導入を検討いただきたい。 

 高山学園の預かり時間の延長について、延長にあたり就労証明書等を提出する必要はあるの

か。 

 

 



子育て支援課長 

 子育て応援駐車場について、様々な意見があり庁内で検討をしている。公共施設の駐車場も

含めて、今後どのように整備を進めていくか検討する中で、よりよい制度設計をしていきたい

と考えている。 

 

 

保育課長 

 高山学園の預かり時間の延長について、現在、具体的な運用方法を園と協議をしているとこ

ろである。１日あたり４名程度を想定しているため、保護者の意見も聴きながら運用を決めて

いきたいと考えている。 

 

 

金仙委員 

 保育・教育の利用定員について、１号認定については定員 41％、２号認定については 84％の

利用見込みとなっている。より多くの方を受け入れる体制が整っていることは良いことである

が、定員割れが起こっているということである。幼稚園も含め各園は経営的に厳しい状況にあ

る。それぞれの園の理念に基づいて経営をする中で、例えば空き教室等を市のために利用でき

ないかと考える園もあるかと思う。今回つつじが丘保育園で病児保育を定員３名で行っていく

とのことだが、ニーズがあるということか。幼稚園、保育園ができることは何かあるか。 

また、放課後児童クラブについて、今後増設する考えはあるか。 

 

 

保育課長 

 定員に対する利用者が少ない中で、各園で子育てに関する事業を考えていただけることはあ

りがたい。具体的な話については相談をしながら調整できればと思っている。 

病児保育や一時預かりについてはニーズがあると考えている。特に一時預かり事業については

現状予約が取りにくい状況である。各園の実情の中で、同様の事業について相談があれば、調

整しながらできることを実施できればと考えている。 

 

 

生涯学習課長 

 児童クラブについては、市内で待機児童が発生している。校区によって６年生まで入れてい

るところもあれば、低学年までしか入れていない校区もある。園の空き教室を利用させていた

だけることは大変ありがたいと思うが、校区によって待機児童の状況が異なるため、利用可能

な園との調整が必要である。空き施設を利用させていただき、待機児童を少しでも減らすこと

につながれば良いと考える。 

 

 

金仙委員 

 具体的に特定の園から意見があるわけではないため、そのような話があれば相談させていた

だきたい。 

 

 

大橋委員 

 保育士確保について、保育士に対する処遇改善をしていただきたい。豊橋市から園に対して

独自で人件費補助をいただいているが、今年度、国から保育士の人件費を 10.7％引き上げる旨

の発表があった。それに伴い、園に対する国の補助金の額も増加するが、保育士の人件費補助

制度について、国の補助金と市の補助金がリンクしており、国の補助金が増加すると市の補助

金が減少する仕組みになっている。子育てしやすいまちを作っていく、徹底的にこどもを守る

と市長も発言されている。今年度はおそらく民間園は引き上げた分 10.7％の金額を保育士の処

遇改善に反映できないか積立金を取り崩して対応することを考えていることと思う。国は一生



懸命保育士に力を入れようとしているため、市としても見直しをしていただければと思う。 

 

 

保育課長 

 その点については課題認識を持っている。各園で働いている方々に対して、しっかりと処遇

改善をして、お子さんに向き合っていただきたいという思いは共通認識として持っている。財

政状況が厳しい部分もあるが、引き続き課題解決に向けて取り組んでいきたいと考えている。 

 

 

佐野会長 

 保育士の処遇改善については、スピード感をかなり持って取り組んでいかないと、都市部に

人材がとられてしまう。都市部は手取りもいいし、住宅手当等の条件が良い。考えてもらうこ

とは大事なことだが、これが３年後、５年後とかに実施するのでは、どんどん人材がとられて

しまうということは認識を持っていただきたい。 

 

 

古川委員 

 つつじが丘保育園の対象年齢が０～２歳ということだが、一時預かりや病児保育についても

同様か。 

 

 

保育課長 

 一時預かりについては、未就園児を対象としているため、０～２歳が対象になる。病児保育

については、既存の施設も同様であるが、小学生までを対象にしている。 

 

 

古川委員 

 高山学園の預かり時間の延長について、延長に伴い延長利用者のバスの送迎がなくなるとの

ことだが、併せてファミリー・サポート・センターによる送迎の利用補助等を考えていただき

たい。 

 特別保育で通っていた園と進学する小学校の校区が異なる場合があり、こどもが環境に慣れ

てきたのに、園で出来た友達と異なる小学校に通うことになる。可能であれば通っていた園と

同じ校区の小学校に進学できるようになれば良いと考える。 

 

 

保育課長 

 高山学園送迎について、現時点ではファミリー・サポート・センターによる送迎への補助は

予定していないが、利用形態等を把握し必要性について検討していきたい。 

 特別支援保育について、市内に指定園が多くあり選択肢が増えることが理想ではあるが、園

での人員の配置の問題等の事情がある。引き続き補助の拡充や指定園の拡大に向けて取り組ん

でいければと思う。 

 

 

川原委員 

 夏休み限定児童クラブの増設について、増設する１クラブは民間事業者に委託するとのこと

だが、状況によっては他のクラブについても民間事業者に委託していく方向なのか。 

 

 

生涯学習課長 

 夏休み限定児童クラブの場合、雇用期間が１か月半ほどということもあり、人員の確保が難

しい状況である。人員の確保ができる場合は直営での運営を、確保が難しい場合は民間事業者



に委託することを考えることになるかと思う。 

 

 

川原委員 

民間児童クラブへの建物・土地賃借料補助について、他市では既に自費で建物を建設して開

設した場合についても補助をしている事例があるが、それについての考えを聞かせていただき

たい。 

 

 

生涯学習課長 

 まずは賃借に対する補助を考えている。 

現状、既に自費で購入して開設したクラブへの補助については今後の検討となると思う。 

 

 

川原委員 

 今後、児童クラブが法人化していくにあたり、後押しになれば良いと思う。 

 

 

周布委員よりプレーパークの紹介 

 

 

佐野会長より閉会の挨拶 


